
〈定量的な開示事項〉
自己資本の充実度

●リスク・アセットの額及び所要自己資本の額

リスク・アセットの額 所要自己資本の額リスク・アセットの額 所要自己資本の額

（単位：百万円）

信用リスク　（A）

標準的手法が適用されるエクスポージャー

内部格付手法適用会社

標準的手法適用会社

内部格付手法が適用されるエクスポージャー

事業法人向け

特定貸付債権

中堅中小企業向け

ソブリン向け

金融機関等向け

居住用不動産向け

適格リボルビング型リテール向け

その他リテール（事業性）向け

その他リテール（消費性）向け

株式等

　うちマーケット・ベース方式（簡易手法）

　うちPD/LGD方式

みなし計算

証券化

購入債権

その他資産等

CVAリスク相当額を８％で除した額

中央清算機関関連

経過措置によりリスク・アセットに算入した額

(みなし計算・株式等を除く合計)

オペレーショナル・リスク　（B)

粗利益配分手法

合計　（C）＝（A）＋（B)

平成28年9月期平成27年9月期
連結

（注）1．信用リスク・アセットの額は担保・保証等の信用リスク削減効果を勘案した後の金額で、個別引当金等の適格引当金は勘案しておりません。
　　　　　なお、自己資本比率告示第152条で定められた1.06のスケーリングファクターを考慮しております。
　　　2．標準的手法が適用されるエクスポージャーの所要自己資本の額はリスク・アセットの額×８％で算出しております。
　　　3．内部格付手法が適用されるエクスポージャーの所要自己資本の額はリスク・アセットの額×８％＋期待損失額で算出しております。
　　　4．経過措置によりリスク・アセットに算入した額は、自己資本比率告示附則第８条第２項の定めによりリスク・アセットを算出した額であります。
　　　5．マーケット・リスク相当額にかかる額を算入しておりません。
　　　6．オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額はオペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額×８％で算出しております。

●その他金融機関等であって銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
　該当ありません。
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リスク・アセットの額 所要自己資本の額リスク・アセットの額 所要自己資本の額
信用リスク　（A）

標準的手法が適用されるエクスポージャー

銀行資産

内部格付手法が適用されるエクスポージャー

事業法人向け

特定貸付債権

中堅中小企業向け

ソブリン向け

金融機関等向け

居住用不動産向け

適格リボルビング型リテール向け

その他リテール（事業性）向け

その他リテール（消費性）向け

株式等

　うちマーケット・ベース方式（簡易手法）

　うちPD/LGD方式

みなし計算

証券化

購入債権

その他資産等

CVAリスク相当額を８％で除した額

中央清算機関関連

経過措置によりリスク・アセットに算入した額

(みなし計算・株式等を除く合計)

オペレーショナル・リスク　（B)

粗利益配分手法

合計　（C）＝（A）＋（B)

平成28年9月期

（単位：百万円）

平成27年9月期
単体

平成27年9月期 平成28年9月期
単体

平成27年9月期 平成28年9月期
連結

（単位：百万円）●総所要自己資本額

総所要自己資本額
（注）総所要自己資本額はリスク・アセットの額×４％で算出しております。

（注）1．信用リスク・アセットの額は担保・保証等の信用リスク削減効果を勘案した後の金額で、個別引当金等の適格引当金は勘案しておりません。
　　　　　なお、自己資本比率告示第152条で定められた1.06のスケーリングファクターを考慮しております。
　　　2．標準的手法が適用されるエクスポージャーの所要自己資本の額はリスク・アセットの額×８％で算出しております。
　　　3．内部格付手法が適用されるエクスポージャーの所要自己資本の額はリスク・アセットの額×８％＋期待損失額で算出しております。
　　　4．経過措置によりリスク・アセットに算入した額は、自己資本比率告示附則第８条第２項の定めによりリスク・アセットを算出した額であります。
　　　5．マーケット・リスク相当額にかかる額を算入しておりません。
　　　6．オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額はオペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額×８％で算出しております。
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